
①８月までの保険料が少額で、10月以降急激に増額すると想定される場合
　　６月からの保険料を調整し、年金から天引きされる保険料額をできるだけ均一になるようにします。

　　これにより毎回の年金受け取り額が同額に近づきます。

　　年間保険料額に変更はありません。
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１２月

今回お知らせする額

2019年
８月

2019年
１０月

2020年
２月

2020年
４月

2019年
２月

2019年
４月

2019年
６月

2019年
８月

変更前

同額

同額 同額
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６月、８月の年金天引き額と１０月以降の年金天引き額に大きな差が生じてしまう可能性があります。

変更後 仮徴収 本徴収
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②８月までの保険料が高額で、１０月以降急激に減額すると想定される場合

昨年９月にお知らせした額

６月、８月の年金天引き額と１０月以降の年金天引き額に大きな差が生じてしまう可能性があります。

変更後 仮徴収

2020年
４月

本徴収

変更前 仮徴収 本徴収

　　６月からの保険料を調整し、年金から天引きされる保険料額をできるだけ均一になるようにします。
　　これにより毎回の年金受け取り額が同額に近づきます。
　　年間保険料額に変更はありません。
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